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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の薄板状の電池セルが積み重ねられ且つ前記複数の電池セルが直列に接続された電
池積層体と、
　前記電池積層体と外部接続端子とをつなぐパワー配線が設けられたパワー基板とを備え
、
　前記電池積層体の入出力タブと電気的に接続されたリードが前記パワー基板に対向し、
　ネジが、前記パワー基板及び前記リードをこの順に貫通し、前記リードに対して前記パ
ワー基板とは反対側に配置されたナットと螺合しており、これにより、前記リードが前記
パワー基板に形成された前記パワー配線に電気的に接続されていることを特徴とする電池
パック。
【請求項２】
　前記リードに対して前記パワー基板とは反対側に配置された保持機構に設けられたキャ
ビティ内に、前記ナットが収納されている請求項１に記載の電池パック。
【請求項３】
　前記ネジが前記ナットと螺合していない状態において、前記リードは前記パワー配線か
ら離間する請求項１又は２に記載の電池パック。
【請求項４】
　前記ネジが前記ナットと螺合していない状態において、前記ナットは、前記パワー基板
に接離する方向に移動可能である請求項１～３のいずれかに記載の電池パック。
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【請求項５】
　前記パワー基板を覆う上蓋を更に備え、
　前記上蓋に、前記ネジを挿入するための貫通孔が形成されている請求項１～４のいずれ
かに記載の電池パック。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の薄板状の電池セルが積み重ねられた電気積層体を備えた電池パックに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　リチウムイオン二次電池に代表される非水電解質電池は、エネルギー密度が高いという
特徴から、自動車やバイク等の各種移動機器、携帯情報端末、無停電電源装置（ＵＰＳ（
Uninterruptible Power Supply））、蓄電装置等の電源として利用されている。このよう
な用途において、エネルギー密度を更に向上させるため、可撓性を有するラミネートシー
トで発電要素を外装した薄板状のラミネート形リチウムイオン二次電池が多く使用されて
いる。更に、所望する電池容量を得るために、複数の薄板状の二次電池（電池セル）を積
み重ねてこれらを直列に接続した電池積層体も実用されている（例えば特許文献１参照）
。
【０００３】
　複数の電池セルを積層した電池積層体は回路基板とともに筐体内に収納されて電池パッ
クとなる。回路基板には、電池積層体と外部接続端子とをつなぐパワー配線と保護回路と
が設けられている。保護回路は、パワー配線の電流を監視する電流監視部、電池積層体を
構成する各電池セルの電圧を監視する電圧監視部、上記電流監視部及び上記電圧監視部か
らの出力により異常を検知するとパワー配線を遮断する信号を出力する制御部を備えてい
る。従来の電池パックでは、パワー配線と保護回路を構成する各種機能部品とが、共通す
る１枚の基板上に設けられる（特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特特許第４４９９９７７号明細書
【特許文献２】特開２０１２－８９４７０号公報（段落［００５９］～［００７０］、図
１０、図１１）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　電池パックに対して小型化且つ大容量化の要望が日増しに高まっている。この要望に応
えるためには、基板を小型化する一方で、パワー配線に流れる電流を増大させる必要があ
る。
【０００６】
　ところが、パワー配線の電流を増大させるために、基板上に形成されたパワー配線の幅
を増大させると、基板を小型化することが困難になる。また、パワー配線の電流を増大さ
せると、パワー配線から発生するノイズが、電圧監視部や制御部を構成するデジタル回路
に及ぼす悪影響を無視できなくなる。
【０００７】
　本発明は、従来の電池パックの上記の課題を解決し、小型化且つ大容量化が実現された
電池パックを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の電池パックは、複数の薄板状の電池セルが積み重ねられ且つ前記複数の電池セ
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ルが直列に接続された電池積層体と、前記複数の電池セルのそれぞれの電圧を監視する電
圧監視部と、前記電池積層体と外部接続端子とをつなぐパワー配線、前記パワー配線の電
流を監視する電流監視部、及び、前記パワー配線を断続するスイッチを有するパワー部と
、前記電圧監視部及び前記電流監視部からの信号が入力され、前記パワー配線を遮断する
信号を前記スイッチに出力する制御部とを備える。前記パワー部は、前記電圧監視部及び
前記制御部が設けられた基板とは別のパワー基板に設けられている。前記パワー基板に形
成された配線は、前記電圧監視部及び前記制御部が設けられた基板に形成された配線より
厚い。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、パワー部は、電圧監視部及び制御部が設けられた基板とは別のパワー
基板に設けられているので、パワー配線から発生するノイズが電圧監視部や制御部を構成
するデジタル回路に及ぼす悪影響を低減することができる。また、パワー基板に形成され
た配線は、電圧監視部及び制御部が設けられた基板に形成された配線より厚いので、パワ
ー配線を広幅にすることなく、パワー配線に大電流を流すことができる。しかも、電圧監
視部及び制御部が設けられた基板の配線を必要以上に厚くする必要がないので、当該基板
を薄くすることができる。これらの結果、小型化且つ大容量化が実現された電池パックを
提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１Ａは、本発明の一実施形態にかかる電池パックを構成する電池セルの正面側
から見た斜視図、図１Ｂは、その背面側から見た斜視図である。
【図２】図２は、本発明の一実施形態にかかる電池パックを構成する電池積層体の分解斜
視図である。
【図３】図３は、本発明の一実施形態にかかる電池パックの概略構成を示したブロック図
である。
【図４】図４は、本発明の一実施形態にかかる電池パックの斜視図である。
【図５】図５は、カバー及び中間枠の内部の構造を透視した、本発明の一実施形態にかか
る電池パックの主要部の透視斜視図である。
【図６】図６は、本発明の一実施形態にかかる電池パックの組み立てにおいて、中間枠に
パワー基板を固定した状態を示した斜視図である。
【図７】図７は、本発明の一実施形態にかかる電池パックの組み立てにおいて、電池－パ
ワー基板接続工程を行う直前の状態を示した、図６の７－７線を含む上下方向面に相当す
る断面に沿った矢視断面図である。
【図８】図８は、図７において、電池－パワー基板接続工程を行った後の状態を示した断
面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　上記の本発明の電池パックにおいて、前記パワー基板と、前記電圧監視部及び前記制御
部が設けられた前記基板とが積層されていることが好ましい。かかる好ましい構成は、基
板全体の更なる小型化に有利である。
【００１２】
　前記電圧監視部と前記制御部とが互いに別の基板に設けられていてもよい。これにより
、電圧監視部及び制御部のそれぞれに適した基板（例えば多層基板）を選択することがで
きる。また、配線回路や部品配置に関する設計の自由度が向上する。従って、かかる好ま
しい構成は、基板全体の更なる小型化に有利である。
【００１３】
　前記電池積層体の入出力タブと電気的に接続されたリードが前記パワー基板に対向して
いてもよい。この場合、ネジが、前記パワー基板及び前記リードをこの順に貫通し、前記
リードに対して前記パワー基板とは反対側に配置されたナットと螺合しており、これによ
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り、前記リードが前記パワー基板に形成された前記パワー配線に電気的に接続されている
ことが好ましい。かかる好ましい構成によれば、ネジとナットとを螺合するまでは、リー
ドとパワー配線とは電気的に接続されない。従って、電池パックの組み立て作業において
、ネジとナットとを螺合する工程を後回しにすることにより、電池パックの組み立て時に
感電や短絡などの事故が生じる可能性を低減することができる。
【００１４】
　上記において、前記リードに対して前記パワー基板とは反対側に配置された保持機構に
設けられたキャビティ内に、前記ナットが収納されていることが好ましい。これにより、
ネジとナットとを螺合させる作業を容易且つ効率よく行うことができる。
【００１５】
　前記ネジが前記ナットと螺合していない状態において、前記リードは前記パワー配線か
ら離間することが好ましい。これにより、電池パックの組み立て時に感電や短絡などの事
故が生じる可能性を更に低減することができる。
【００１６】
　前記ネジが前記ナットと螺合していない状態において、前記ナットは、前記パワー基板
に接離する方向に移動可能であることが好ましい。これにより、ネジとナットとが螺合す
ることによってリードとパワー配線とが電気的に接続される構成を容易に実現することが
できる。
【００１７】
　前記電池パックが、前記パワー基板を覆う上蓋を更に備えていてもよい。この場合、前
記上蓋に、前記ネジを挿入するための貫通孔が形成されていることが好ましい。これによ
り、ネジとナットとを螺合する工程を、電池パックの組み立て作業において、パワー基板
を上蓋で覆った後の最終工程として行うことができる。その結果、電池パックの組み立て
時に感電や短絡などの事故が生じる可能性を更に低減することができる。
【００１８】
　以下に、本発明を好適な実施形態を示しながら詳細に説明する。但し、本発明は以下の
実施形態に限定されないことはいうまでもない。以下の説明において参照する各図は、説
明の便宜上、本発明の実施形態の構成部材のうち、本発明を説明するために必要な主要部
材のみを簡略化して示したものである。従って、本発明は以下の各図に示されていない任
意の部材を備え得る。以下の各図では、実際の部材の寸法および各部材の寸法比率等が忠
実に表されていない。各部材に付した符号の添え字「ｐ」及び「ｎ」は、特に断りがない
限り、それぞれ「正極」及び「負極」を意味する。
【００１９】
　＜電池セル＞
　本発明の一実施形態にかかる電池パックを構成する電池セルについて説明する。
【００２０】
　図１Ａは、電池セル１０の正面側から見た斜視図、図１Ｂは、その背面側から見た斜視
図である。電池セル１０は、平面視形状が略矩形であり、当該略矩形の縦横寸法に比べて
厚みが薄い薄板形状を有する。この電池セル１０では、ラミネートシート１３からなる外
装内に、略矩形の平面視形状を有する薄板状の発電要素（図示せず）が電解液とともに封
入されている。発電要素は、正極集電体の所定領域の両面に正極活物質を含む正極合剤層
が塗布形成された正極と、負極集電体の所定領域の両面に負極活物質を含む負極合剤層が
塗布形成された負極とが、セパレータを介して交互に積層されてなる電極積層体である。
電池の種類は特に制限はないが、二次電池、中でもリチウムイオン二次電池が好ましい。
【００２１】
　ラミネートシート１３は、発電要素に比べて薄く、且つ、可撓性を有している。ラミネ
ートシート１３は、例えば、アルミニウム等からなる基層の、発電要素に対向する側の面
に熱融着性樹脂層（例えば変性ポリオレフィン層）が積層された可撓性を有する多層シー
トであってもよい。１枚の矩形のラミネートシート１３が、発電要素を挟むように下辺（
一方の短辺）１４ｂで二つ折りにされ、下辺１４ｂ以外の三辺に沿って重ね合わされてヒ
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ートシール法などによりシールされている。
【００２２】
　下辺１４ｂに対向する上辺（他方の短辺）１４ａから、正極タブ１１ｐ及び負極タブ１
１ｎが導出されている。正極タブ１１ｐ及び負極タブ１１ｎは、短冊形状を有し、上辺１
４ａに対して直交する方向（即ち、上辺１４ａに隣接する一対の側辺（長辺）１４ｓと平
行な方向）に沿って延びている。正極タブ１１ｐは、例えばアルミニウムの薄板からなり
、発電要素を構成する複数の正極集電体（図示せず）と電気的に接続されている。また、
負極タブ１１ｎは、例えば銅の薄板、ニッケルメッキされた銅の薄板、または銅／ニッケ
ルのクラッド材等からなり、発電要素を構成する複数の負極集電体（図示せず）と電気的
に接続されている。
【００２３】
　図１Ａに示されているように、発電要素に対応する長方形の領域１６が電池セル１０の
三辺１４ａ，１４ｓ，１４ｓに沿ったラミネートシート１３のシール領域に対して突出し
ている。領域１６が突出した面を、電池セル１０の「正面」と呼ぶ。一方、図１Ｂに示さ
れているように、略一平面をなす、正面とは反対側の面を、電池セル１０の「裏面」と呼
ぶ。
【００２４】
　本発明において、電池セルの構成は上記に限定されない。例えば、発電要素を２枚の矩
形状のラミネートシートで挟み、４辺に沿って２枚のラミネートシートをシールした四方
シールタイプの電池セルであってもよい。
【００２５】
　＜電池積層体＞
　図２は、本発明の一実施形態にかかる電池パックを構成する電池積層体２０の分解斜視
図である。電池積層体２０は、複数の電池セル１０が積層されて構成される。電池セル１
０が積層される方向（図２において横方向）を「積層方向」と呼ぶ。
【００２６】
　図２に示されているように、複数の電池セル１０は、隣り合う２つの電池セル１０間に
おいて異極のタブ（即ち正極タブ１１ｐと負極タブ１１ｎ）同士が積層方向に互いに対向
するように、１つおきの電池セル１０は裏返されている。二点鎖線２３で示すように、積
層方向に対向する正極タブ１１ｐと負極タブ１１ｎとが電気的に接続される。その結果、
複数の電池セル１０が直列に接続される。互いに接続された正極タブ１１ｐと負極タブ１
１ｎに電圧監視用の配線２２が接続される。異極タブと接続されない両端の正極タブ１１
ｐ’及び負極タブ１１ｎ’は、電池積層体２０に対して電力の入出力を行う入出力タブと
なる。
【００２７】
　積層方向に隣り合う電池セル１０は、例えば両面粘着テープを用いて一体化される。隣
り合う電池セル１０間に、薄い板材（図示せず）を介在させてもよい。電池積層体２０を
構成する電池セル１０の数は任意である。
【００２８】
　＜電池パック＞
　図３は、本発明の一実施形態にかかる電池パック１の概略構成を示したブロック図であ
る。
【００２９】
　電池積層体２０に接続された電圧監視用の複数の配線２２（図２参照）は、電圧監視部
３に接続されている。
【００３０】
　電池積層体２０の入出力タブ１１ｐ’，１１ｎ’は、パワー配線４１ｐ，４１ｎを介し
て、電池パック１に対して電力の入出力を行う外部接続端子４２ｐ，４２ｎに接続されて
いる。正極パワー配線４１ｐ上には、正極パワー配線４１ｐを断続するスイッチ４３が設
けられている。一方、負極パワー配線４１ｎ上には、負極パワー配線４１ｎを流れる電流
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を監視する電流監視部４４が設けられている。スイッチ４３は、正極パワー配線４１ｐの
電気的接続を切り替える開閉器と、当該開閉器を駆動するドライバ回路を含む。本実施形
態とは異なり、正極パワー配線４１ｐ上に電流監視部４４が設けられ、負極パワー配線４
１ｎ上にスイッチ４３が設けられていてもよい。正極パワー配線４１ｐ及び負極パワー配
線４１ｎのいずれか一方に、スイッチ４３及び電流監視部４４が設けられていてもよい。
パワー配線４１ｐ，４１ｎ、外部接続端子４２ｐ，４２ｎ、スイッチ４３、電流監視部４
４は、パワー部４を構成する。
【００３１】
　電圧監視部３は、制御部５に接続されている。制御部５は、電圧監視部３からの信号に
より電池セル１０の電圧が異常であることを検知すると、パワー配線４１ｐを遮断する信
号をスイッチ４３に出力し、電池積層体２０と電池パック１に接続された機器との電気的
接続を遮断する。
【００３２】
　電流監視部４４も制御部５に接続されている。制御部５は、電流監視部４４からの信号
によりパワー配線を流れる電流が異常であることを検知すると、パワー配線４１ｐを遮断
する信号をスイッチ４３に出力し、電池積層体２０と電池パック１の外部との電気的接続
を遮断する。
【００３３】
　図示を省略しているが、電圧監視部３、スイッチ４３、電流監視部４４、制御部５は、
それぞれの機能を発揮するために、電池積層体２０から電力供給を受ける。
【００３４】
　図３に示した構成が、実際の電池パック１でどのように具現化されているかを以下に説
明する。
【００３５】
　図４は電池パック１の斜視図である。電池パック１は、ケース本体６１と、中間枠６２
と、上蓋６３とをこの順に備えたケース６０を有している。上蓋６３の上面には、電池パ
ック１に対して電力の入出力を行う正極外部接続端子４２ｐ及び負極外部接続端子４２ｎ
が設けられている。
【００３６】
　図５は、上蓋６３及び中間枠６２の内部の構造を透視した電池パック１の主要部の透視
斜視図である。ケース本体６１は、略直方体形状を有し、上方が開口した有底箱体である
。ケース本体６１内に電池積層体２０（図２参照）が収納されている。ケース本体６１の
開口を塞ぐように、電圧監視基板７３がケース本体６１に固定されている。電圧監視基板
７３の上方に、パワー基板７４及び制御基板７５が配置されている。図３で説明した電圧
監視部３、パワー部４、制御部５は、順に、電圧監視基板７３、パワー基板７４、制御基
板７５に設けられている。
【００３７】
　電圧監視基板７３は、略矩形の平面視形状を有する。電圧監視基板７３の周囲の４辺の
うち、対向する一方の２辺には第１切り欠き３１ｐ，３１ｎが形成され、対向する他方の
２辺のそれぞれには、複数の第２切り欠き３２が形成されている。
【００３８】
　一対の第１切り欠き３１ｐ，３１ｎを通って、電池積層体２０の入出力タブ１１ｐ’，
１１ｎ’（図２参照）に接続された短冊状の電極リード２１ｐ，２１ｎが、電圧監視基板
７３の下側（電池積層体２０側）から上側に案内されている。電極リード２１ｐ，２１ｎ
は、電圧監視基板７３上に搭載された端子台３３ｐ，３３ｎに固定されている。短冊状の
接続リード４５ｐ，４５ｎ（図５では正極接続リード４５ｐは見えない）の一端が端子台
３３ｐ，３３ｎに接続されている。これにより、接続リード４５ｐ，４５ｎは、端子台３
３ｐ，３３ｎを介して電極リード２１ｐ，２１ｎと電気的に接続されている。接続リード
４５ｐ，４５ｎの他端は、パワー基板７４に電気的に接続されている（後述する図８を参
照）。
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【００３９】
　第２切り欠き３２は、電極監視基板７３の辺に沿って略一定ピッチで形成されている。
端子３５が、電極監視基板７３上の第２切り欠き３２の近傍の位置に搭載されている。端
子３５は、第２切り欠き３２に一対一に対応して複数個設けられている。各第２切り欠き
３２を通って、電池積層体２０に接続された１本の電圧監視用の配線２２（図２参照）が
、電圧監視基板７３の下側（電池積層体２０側）から上側に案内されている。配線２２は
、当該配線２２を案内する第２切り欠き３２に対応する端子３５に接続されている。
【００４０】
　電圧監視基板７３には、電池積層体２０を構成する各電池セル１０の電圧を監視するた
めの電圧監視回路（例えばＩＣ）３６が実装されている。電圧監視回路３６は、電圧監視
用基板７３に形成された配線（図示せず）を介して複数の端子３５に接続されている。電
圧監視回路３６は、各電池セル１０の電圧を監視する電圧監視部３（図３参照）を構成す
る。
【００４１】
　パワー基板７４は、電圧監視用基板７３の上方に、これから離間して配置されている。
パワー基板７４には、電池パック１に対して電力の入出力を行う外部接続端子４２ｐ，４
２ｎ（図３参照）が搭載されている。接続リード４５ｐ，４５ｎと外部接続端子４２ｐ，
４２ｎとをつなぐパワー配線４１ｐ，４１ｎ（図３参照、図５では図示を省略）がパワー
基板７４の表面又はその内部に形成されている。更に、パワー基板７４には、スイッチ４
３（図３参照）を構成するスイッチ回路（例えばＩＣ）４３ａ、及び、電流監視部４４（
図３参照）を構成する電流監視回路（例えばＩＣ）４４ａが搭載されている。
【００４２】
　制御基板７５は、パワー基板７４の上方に、これから離間して配置されている。制御基
板７５には、制御部５（図３参照）を構成する制御回路（例えばＩＣ）５１が搭載されて
いる。
【００４３】
　電圧監視基板７３、パワー基板７４、制御基板７５は、柔軟性を有するケーブル（図示
せず）で相互に電気的に接続されている。
【００４４】
　＜作用＞
　本実施形態の電池パック１の作用を、従来の電池パックと比較しながら説明する。
【００４５】
　上述したように、近年では、電池パックに対する小型化且つ大容量化の要望が増大して
いる。電池パックの大容量化を実現するためには、電池積層体と外部接続端子とをつなぐ
パワー配線の電流を増大させる必要がある。これは、パワー配線から発生するノイズを増
大させる。従来の電池パックでは、パワー配線と、電圧監視部及び制御部を含む保護回路
とが同一の基板上に設けられていたので、パワー配線からのノイズによって電圧監視部及
び制御部を構成するデジタル回路に悪影響を及ぼす可能性があった。ノイズの悪影響を回
避するためには、パワー配線と電圧監視部及び制御部とを離間する必要があり、これは基
板面積の増大を招き、電池パックの小型化を困難にしていた。
【００４６】
　これに対して、本実施形態の電池パック１では、パワー配線４１ｐ，４１ｎを含むパワ
ー部４が、電圧監視部３が設けられた電圧監視基板７３及び制御部５が設けられた制御基
板７５とは別のパワー基板７４に設けられている。従って、パワー部４と電圧監視部３及
び制御部５との距離を容易に拡大することができる。また、必要に応じて、パワー部４と
電圧監視部３及び制御部５との間にシールドを施すことができる。その結果、パワー部４
からのノイズによって電圧監視部３及び制御部５を構成するデジタル回路に悪影響を及ぼ
す可能性を低減することができる。
【００４７】
　基板を分割することにより、各基板に形成する配線や基板に搭載する部品の配置に関す
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る設計の自由度が向上する。これは、単一の基板を用いる従来の構成に比べて、基板全体
の小型化に有利である。
【００４８】
　電池パックの基板としては、その表面及び内部に複数層の配線（配線パターン）が所定
パターンで形成された、いわゆる多層基板が一般的に用いられる。多層基板では、通常、
各層の配線の厚さ（基板の表面に垂直な方向に沿った寸法）は同一である。従来の電池パ
ックでは、パワー配線と、電圧監視部及び制御部を含む保護回路とが同一の基板上に設け
られていた。パワー配線の大電流化のために配線が厚い多層基板を用いた場合には、その
ような厚い配線は電圧監視部及び制御部には無駄になり、また、多層基板が厚肉化する。
一方、パワー配線の大電流化のために配線が広幅の多層基板を用いた場合には、基板面積
の増大を招く。
【００４９】
　これに対して、本実施形態の電池パック１では、パワー配線４１ｐ，４１ｎを含むパワ
ー部４が、電圧監視部３が設けられた電圧監視基板７３及び制御部５が設けられた制御基
板７５とは別のパワー基板７４に設けられている。従って、各基板７３，７４，７５とし
て、最適な多層基板を用いることができる。例えば、パワー配線４１ｐ，４１ｎの大電流
化のために、パワー基板７４として、配線の厚さが厚い多層基板を用いることができる。
これにより、配線の幅（基板の表面に平行な方向に沿った寸法）の増大を抑えることがで
きるので、基板面積の増大を回避できる。一方、大電流が必要とされない電圧監視基板７
３及び制御基板７５としては、配線の厚さ及び幅が相対的に小さな多層基板を用いること
ができる。これにより、基板７３，７５を薄く且つ小面積化することができる。一実施例
では、パワー基板７４として、厚さが３００μｍの配線が形成された、全体厚さが２．３
ｍｍの多層基板を用いることができ、電圧監視用基板７３として、厚さが３５μｍの配線
が形成された、全体厚さが１．５ｍｍの２層基板を用いることができ、制御基板７５とし
て、厚さが３５μｍの配線が形成された、全体厚さが１．５ｍｍの６層基板を用いること
ができる。
【００５０】
　以上のように、本実施形態によれば、パワー部４が電圧監視部３及び制御部５が設けら
れた基板７３，７５とは別のパワー基板７４に設けられており、且つ、パワー基板７４に
形成された配線は、電圧監視部３及び制御部５が設けられた基板７３，７５に形成された
配線より厚い。これにより、電池パック１の小型化且つ大容量化を実現することができる
。
【００５１】
　更に、３つの基板７３，７４，７５を積層することにより、上述したノイズの問題を回
避しながら、基板７３，７４，７５を全体として小型化することができる。なお、基板７
３，７４，７５の積層順序は上記の実施形態に限定されず、任意に変更することができる
。
【００５２】
　また、保護回路を機能に着目して複数部分に分割してそれぞれを別個の基板に搭載した
ことにより、保護回路の各部分をモジュール化することができる。これにより、保護回路
を構成する複数の基板のうちの一部のみを設計変更したり入れ替えたりすることが容易に
なるので、電池パックの多品種化に容易に対応できる。また、保護回路の修理も、一部の
基板のみを交換することで行うことができる。
【００５３】
　＜電池積層体とパワー配線との接続＞
　電池パック１を組み立てる際には、いずれかの段階で、電池積層体２０の入出力タブ１
１ｐ’，１１ｎ’（図２参照）とパワー配線４１ｐ，４１ｎ（図３参照）とを電気的に接
続する工程（以下「電池－パワー基板接続工程」という）を行う必要がある。電池－パワ
ー基板接続工程を早い段階で行うと、その後の組み立て工程で感電や短絡などの事故が生
じる可能性が高くなる。電池積層体２０の容量（電圧）が高い場合には、そのような事故
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による損害は甚大となり得る。更に、本実施形態のように、複数の基板を用いる場合には
、電池パック１の組み立て工程が複雑になるので、そのような事故が発生する可能性は高
い。
【００５４】
　本実施形態の電池パック１では、このような事故が生じる可能性を低減する構造が採用
されている。これを以下に説明する。
【００５５】
　本実施形態の電池パック１は、概略、以下の工程を順に経て組み立てられる。即ち、（
１）ケース本体６１に電池積層体２０を収納する。（２）ケース本体６１に電圧監視基板
７３を固定し、電池積層体２０と電圧監視基板７３とを結線する。（３）ケース本体６１
に中間枠６２を固定する。（４）中間枠６２にパワー基板７４を固定する。（５）制御基
板７５を装着した上蓋６３を中間枠６２に固定する。
【００５６】
　図６は、上記の組み立てにおいて、中間枠６２にパワー基板７４を固定した状態（上記
工程（４））を示した斜視図である。この後、パワー基板７４を覆うように、上蓋６３を
中間枠６２に固定する（上記工程（５））。図７は、上蓋６３を固定した状態を示した、
図６の７－７線を含む上下方向面に相当する断面に沿った矢視断面図である。図７では、
図面を簡単化するために、断面より後ろに見える部材を省略している。
【００５７】
　図７に示されているように、電圧監視基板７３に導電性を有する端子台３３ｎが搭載さ
れている。電池積層体２０の入出力タブ１１ｎ’（図２参照）に接続された電極リード２
１ｎが、端子台３３ｎにネジ４７ａで密着固定されている。略Ｚ字上に折り曲げられた接
続リード４５ｎの下端が、端子台３３ｎにネジ４７ｂで密着固定されている。従って、端
子台３３ｎを介して、電極リード２１ｎと接続リード４５ｎとが電気的に接続されている
。なお、端子台３３ｎが絶縁性を有していてもよく、その場合には、端子台３３ｎの上面
に導電層を形成して、当該導電層を介して電極リード２１ｎと接続リード４５ｎとを電気
的に接続することができる。
【００５８】
　中間枠６２は、端子台３３ｎの近傍に、保持部６５を有している。保持部６５は、上方
が開口した有底箱形状を有し、その内部のキャビティ６６内にナット４８を保持している
。キャビティ６６内において、ナット４８は上下方向（パワー基板７４に接離する方向）
に移動可能である。接続リード４５ｎの上端は、保持部６５の開口を塞ぐように、水平方
向に延びている。接続リード４５ｎの上端には、ナット４８と略同軸となる位置に、接続
リード４５ｎを貫通する貫通孔４６が形成されている。更に、パワー基板７４にも、ナッ
ト４８と略同軸となる位置に、パワー基板７４を貫通する貫通孔７７が形成されている。
パワー基板７４の下面であって、接続リード４５ｎの上端に対向する領域には、導電性金
属からなる配線端子４１ｔが形成されている。配線端子４１ｔは、貫通孔７７の開口を取
り囲んでいる。配線端子４１ｔは、パワー配線４１ｎ（図３参照）の一部をなす。接続リ
ード４５ｎと配線端子４１ｔとは離間している。上蓋６３がパワー基板７４を覆っている
。上蓋６３の、ナット４８と略同軸となる位置に、上蓋６３を貫通する貫通孔６８が形成
されている。
【００５９】
　電池積層体２０の入出力タブ１１ｎ’とパワー配線４１ｎとを接続する電池－パワー基
板接続工程を行う際には、上蓋６３に形成された貫通孔６８に、上方からネジ４９を挿入
する（図８参照）。ネジ４９を、上蓋６３の貫通孔６８、パワー基板７４の貫通孔７７、
接続リード４５ｎの貫通孔４６を順に貫通させて、保持部６５に保持されたナット４８と
螺合させる。ナット４８の外周の正六角柱面が、保持部６５のキャビティ６６の内周面に
当接するので、ナット４８の回転が阻止される。ネジ４９とナット４８との螺合が進むに
したがってナット４８が上方に持ち上げられ、これにともない接続リード４５ｎも持ち上
げられる。そして、遂に、図８に示すように、ネジ４９とナット４８とがしっかりと締結
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される。これにより、接続リード４５ｎとパワー配線４１ｎの配線端子４１ｔとが密着し
て電気的に接続され、電池－パワー基板接続工程が完了する。
【００６０】
　上記の説明は、電池積層体２０の入出力タブとパワー配線との負極側の電気的接続に関
するものであるが、正極側の電気的接続も上記と同様である。
【００６１】
　このように、本実施形態では、上蓋６３を中間枠６２に取り付けただけでは、電池積層
体２０の入出力タブ１１ｐ’，１１ｎ’と導通した接続リード４５ｐ，４５ｎとパワー配
線４１ｐ，４１ｎとは、電気的に接続されない。上蓋６３の上方から、貫通孔６８にネジ
４９を挿入して、パワー基板７４の下側に保持されたナット４８に螺合することによって
、電池－パワー基板接続工程が完了する。本実施形態によれば、基板７３，７４，７５を
、電池積層体２０の入出力タブ１１ｐ’，１１ｎ’に電気的に接続されていない状態で組
み付けることができる。電池－パワー基板接続工程は、上蓋６３を固定した後、即ち、電
池パック１の組み立て作業の最終工程として行う。その結果、基板７３，７４，７５の組
み付け作業において感電や短絡などの事故が生じる可能性を低減することができる。上蓋
６３の貫通孔６８は、電池－パワー基板接続工程を行った後、必要に応じて、上蓋６３に
ラベルを貼付したり、貫通孔６８に栓を挿入したりして塞いでもよい。
【００６２】
　本実施形態では、ナット４８は、ネジ４９と螺合する前に、保持部６５のキャビティ６
６内に上下方向に移動可能に保持されている。この構成では、中間枠６２にパワー基板７
４を取り付ける前に、ナット４８を保持部６５のキャビティ６６内に収納しておけばよい
。ナット４８が保持部６５に保持されているので、ネジ４９をパワー基板７４の貫通孔７
７に挿入して回転させれば、ネジ４９とナット４８とを簡単に螺合させることができる。
これにより、電池－パワー基板接続工程を効率よく行うことができる。
【００６３】
　上記の実施形態は、例示にすぎない。本発明は、上記の実施形態に限定されず種々に変
更することができる。
【００６４】
　例えば、上記の実施形態では、電圧監視部３と制御部５とが上下方向に積層されていた
が、これらが同一水平面に沿って配置されていてもよい。電圧監視部３及び制御部５を、
別個の基板に設けるのではなく、共通する基板に設けてもよい。また、電圧監視部３、パ
ワー部４、制御部５のうちの少なくとも一つが、２以上に分割されてそれぞれ別個の基板
に設けられていてもよい。
【００６５】
　上記の実施形態では、電池積層体２０の入出力タブ１１ｐ’，１１ｎ’は、電極リード
２１ｐ，２１ｎ及び接続リード４５ｐ，４５ｎを介してパワー配線４１ｐ，４１ｎに接続
されていたが、電極リード２１ｐ，２１ｎ及び接続リード４５ｐ，４５ｎのうちの一方又
は両方を省略してもよい。あるいは、入出力タブ１１ｐ’，１１ｎ’とパワー配線４１ｐ
，４１ｎとの間に、これら以外の部材を更に介在させてもよい。
【００６６】
　上記の実施形態では、入出力タブ１１ｐ’，１１ｎ’とパワー配線４１ｐ，４１ｎとの
間に、電圧監視基板７３に設けた端子台３３ｐ，３３ｎが介在していたが、端子台３３ｐ
，３３ｎを省略し、電極リード２１ｐ，２１ｎ（または入出力タブ１１ｐ’，１１ｎ’と
導通した任意のリード）をパワー基板７４のパワー配線４１ｐ，４１ｎに接続してもよい
。
【００６７】
　ナット４８を保持する保持部６５は、中間枠６２に設けられている必要はない。例えば
、電圧監視基板７３又はパワー基板７４に、保持部６５を設けてもよい。保持部６５を省
略し、作業者がナット４８を保持しながらナット４８とネジ４９とを螺合させてもよい。
【００６８】
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　電池パックの保護回路が、電池セルの温度を監視する温度監視部を更に備えていてもよ
い。この場合、制御部５は、温度監視部からの信号により電池セルの温度が異常であるこ
とを検知すると、パワー配線を遮断する信号をスイッチ４３に出力し、電池積層体２０と
電池パック１の外部との電気的接続を遮断するように構成することができる。このような
温度監視部は、パワー基板７４以外の基板に設けることが好ましい。
【００６９】
　ケースの構成は、上記の実施形態に限定されず、任意である。例えば中間枠６２を省略
してもよい。
【００７０】
　上蓋６３が、ネジ４９を挿入するための貫通孔６８を有していなくてもよい。この場合
、電池－パワー基板接続工程は、上蓋６３を中間枠６２に固定する工程（上記の工程（５
））の直前に行うことができる。この場合も、接続リード４５ｐ，４５ｎとパワー配線４
１ｐ，４１ｎとの接続を除いて、電池パック１の組み立てにおいて必要な全ての電気的接
続を終了した後に、電池－パワー基板接続工程を行うことができる。これにより、電池－
パワー基板接続工程の直前まで、基板７３，７４，７５を、電池積層体２０の入出力タブ
１１ｐ’，１１ｎ’に電気的に接続されていない状態で組み付けることができる。その結
果、基板７３，７４，７５の組み付け作業において感電や短絡などの事故が生じる可能性
を低減することができる。
【００７１】
　上記の実施形態では、制御基板７５は、上蓋６３に装着される。但し、本発明はこれに
限定されず、制御基板７５がパワー基板７４に固定されるように構成されていてもよい。
この場合、制御基板７５をパワー基板７４に固定した後、上蓋６３を、制御基板７５及び
パワー基板７４を覆うように固定枠６２に固定する。
【００７２】
　上記の説明では、上蓋６３側を電池パック１の上側、ケース本体６１側を電池パック１
の下側として、電池パック１の上下方向及び水平方向を記載したが、これは説明の便宜に
すぎない。電池パックの実際の使用時の向きはこれに限定されない。
【産業上の利用可能性】
【００７３】
　本発明の利用分野は特に制限はなく、自動車、バイク、電動アシスト自転車等の各種移
動機器、携帯情報端末、無停電電源装置（ＵＰＳ）、蓄電装置等の電源に使用される電池
パックとして広範囲に利用することができる。
【符号の説明】
【００７４】
１　電池パック
３　電圧監視部
４　パワー部
５　制御部
１０　電池セル
１１ｐ’，１１ｎ’　入出力タブ
２０　電池積層体
２２　電圧監視用の配線
４１ｐ，４１ｎ　パワー配線
４２ｐ，４２ｎ　外部接続端子
４３　スイッチ
４４　電流監視部
４５ｐ，４５ｎ　接続リード（リード）
４８　ナット
４９　ネジ
６３　上蓋
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６５　保持部（保持機構）
６６　キャビティ
６８　貫通孔
７３　電圧監視基板
７４　パワー基板
７５　制御基板

【図１】 【図２】
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